
令和 3年 12月 7日 

令和 3年第 4回美浦村議会定例会議案 

美 浦 村 議 会         
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議案第１号 

 

大山湖畔公園の設置及び管理に関する条例 

 

 上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

  令和３年１２月７日提出 

 

美浦村長  中 島  栄   

 

 

 

 

 

 

 

 

大山湖畔公園の設置及び管理に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，大山湖畔公園（以下「公園」という。）の設置及び管理に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（名称及び位置） 

第２条 公園の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名 称 位 置 

大山湖畔公園 美浦村大字大山２０１４番地８ 

（管理） 

第３条 公園は，村長が管理する。 

 （業務） 

第４条 公園の業務は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 公園の維持管理に関する業務 

 (2) 公園の使用の許可に関する業務 

 (3) その他村長が必要と認める業務 

（使用許可） 

第５条 公園を使用しようとする者は，あらかじめ村長の許可を受けなければ

ならない。また，許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。 
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２ 村長は，次の各号のいずれかに該当するときは，前項の許可をしないことが

できる。 

(1) 公安，風俗，その他公益を害するおそれがあるとき。 

(2) 公園を損傷し，汚損するおそれがあるとき。 

(3) 専ら私的営利を目的として使用すると認められるとき。 

(4) その他村長が公園の管理上不適当と認めるとき。 

３ 村長は，第１項の許可にあたって管理上必要な条件を付すことができる。 

４ 見学等軽微な公園の使用で，村長が適当と認めるときは，第１項の許可を省

略することができる。 

（行為の許可） 

第６条 公園において，次の各号に掲げる行為をしようとする者は，あらかじめ

村長の許可を受けなければならない。また，許可を受けた事項を変更しようと

する場合も同様とする。 

 (1) 物品の販売，募金その他これらに類する行為をすること。 

 (2) 業として写真又は映画を撮影すること。 

 (3) 興業を行うこと。 

 (4) その他村長が必要と認めること。 

２ 村長は，前項の許可にあたって管理上必要な条件を付すことができる。 

（行為の禁止） 

第７条 公園内においては，次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 公園を損傷し，又は汚損すること。 

 (2) 植物を採取，伐採又は損傷すること。 

 (3) 鳥獣類を捕獲し，又は殺傷すること。 

 (4) 土地の形質を変更すること。 

 (5) はり紙若しくははり札をし，又は広告を表示すること。 

 (6) 公園をその用途以外に使用すること。 

 (7) 前各号に掲げるものを除くほか，村長が公園の管理に支障があると認め 

る行為をすること。 

(許可の取消し等) 

第８条 村長は，次の各号のいずれかに該当するときは，第５条第１項の許可を

受けた者に対し当該許可を取消し，第５条第３項又は第６条第２項の条件を

変更し，公園からの退去を命ずることができる。 

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき。 

(3) 使用の許可後に第５条第２項各号のいずれかに該当すると認められたと 

き。 
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(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。 

２ 前項の取消し等により生じた損害については，村長はその賠償について責

を負わない。 

 （入館料） 

第９条 公園内の施設（建築物に限る。）に入館しようとする者は，別表に定め

る入館料を納付しなければならない。 

２ 前項に規定する入館料は，前納しなければならない。ただし，村長が特別な

理由があると認めたときは，この限りでない。 

 （入館料の減免） 

第１０条 村長は，公益上必要があると認めるときは，規則で定めるところによ

り入館料を減額し，又は免除することができる。 

 （入館料の返還） 

第１１条 既に納入された入館料は，返還しない。ただし，村長が特別の事情が

あると認めたときは，規則で定めるところにより，入館料の全部又は一部を返

還することができる。 

 （損害賠償） 

第１２条 公園に損害を与えた者は，村長の指示するところにより原状に回復

し，又は損害を賠償しなければならない。ただし，村長は，やむを得ない理由

があると認めるときは，賠償額を減額し，又は免除することができる。 

 （指定管理者による管理） 

第１３条 公園の管理は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」と

いう。）に全部又は一部を行わせることができる。 

２ 前項の指定に係る手続きは，美浦村公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する条例（平成１７年美浦村条例第１５号）によるものとする。 

 （指定管理者が行う業務の範囲） 

第１４条 前条第１項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に

おいて，当該指定管理者が行う業務は，次の各号に掲げる業務とする。 

 (1) 公園の管理，運営に関する業務 

 (2) 第４条各号に掲げる業務 

 (3) 前２号に掲げるもののほか，村長が必要と認める業務 

２ 前条第１項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において， 

第５条から第１２条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と，第９

条（見出しを含む。）から第１１条（見出しを含む。）までの規定中「入館料」

とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。 

 （指定管理者が行う管理の基準） 
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第１５条 指定管理者は，法令，条例その他村長の定めるところに従い，適正に

公園の管理を行わなければならない。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は，村長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

 

別表（第９条関係）                    （単位：円） 

区分 入館料の額（１人１回につき） 

大人（大学生以上） 小人（小学生以上高校生以下） 

通常期間 
個人 ８００ ３００ 

団体（20人以上） ５００ ２００ 

特別展示期間 
2,000 円を超えない範囲において特別展示に係る

実費を勘案して村長が別に定める額 
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議案第２号 

 

美浦村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

  令和３年１２月７日提出 

 

美浦村長  中 島  栄   

 

 

 

 

 

 

 

 

美浦村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

美浦村国民健康保険条例（昭和３４年美浦村条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

 

第７条第１項中「４０４，０００円」を「４０８，０００円」に改め，同項た

だし書中「１６，０００円」を「１２，０００円」に改める。 

 

附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は，令和４年１月１日から施行する。 
 （適用区分） 
２ この条例の施行日前に出産した被保険者に係る美浦村国民健康保険条例第

７条の規定による出産育児一時金の額については，なお従前の例による。 
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議案第３号 
 

権利の放棄について（水道料金に係る債権） 
 
次のとおり，権利を放棄することについて，地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第９６条第１項第１０号の規定により，議会の議決を求める。 
 

令和３年１２月７日提出 
 
                     美浦村長  中 島  栄 
 

 

 

 

 

 

 

１ 権利の内容 

水道料金に係る債権 

 

２ 権利放棄する件数・金額等 

 （１）調定年度 平成１３年度～平成２７年度 

 （２）人  数 ５４５人 

 （３）件  数 ３，９０６件 

 （４）金  額 １３，４１６，８３６円 

 

３ 権利放棄の理由 

  平成１３年度から平成２７年度までの水道料金債権について，未納者に対

する納付指導を実施し，収入未済の縮減に向けて努力したが，２年の消滅時

効が到来後長年経過しており，行方不明等により徴収の見込みがないものが

あり，債権回収が困難であるため，下水道使用料・農業集落排水事業使用料

の消滅時効の５年に合わせて債権を放棄するもの。 
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４ 権利放棄の時期 

議決の日 
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議案第４号 
 
   公の施設の指定管理者の指定について 
 
 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため，地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を求める。 
 
１ 公の施設の名称 
    美浦村老人福祉センター 
 
２ 指定する団体の名称 
    社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会 

 
３ 指定の期間 
    令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 
 

令和３年１２月７日提出 
 

美浦村長  中 島  栄 
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議案第５号 
 
   公の施設の指定管理者の指定について 
 
 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため，地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を求める。 
 
１ 公の施設の名称 
    美浦村デイサービスセンター 
 
２ 指定する団体の名称 
    社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会 

 
３ 指定の期間 
    令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 
 

令和３年１２月７日提出 
 

美浦村長  中 島  栄 
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議案第６号 
 
   公の施設の指定管理者の指定について 
 
 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため，地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を求める。 
 
１ 公の施設の名称 
    美浦村生涯郷土工芸館 
 
２ 指定する団体の名称 
    公益社団法人 美浦村シルバー人材センター 

 
３ 指定の期間 
    令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 
 

令和３年１２月７日提出 
 

美浦村長  中 島  栄  
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議案第７号 
 

公の施設の指定管理者の指定について 
 
 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため，地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を求める。 
 
１ 公の施設の名称 
    美浦村自立支援センター 
 
２ 指定する団体の名称 
    社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会 

 
３ 指定の期間 
    令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 
 

令和３年１２月７日提出 
 

美浦村長  中 島  栄 
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議案第８号 
 

公の施設の指定管理者の指定について 
 
 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため，地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を求める。 
 
１ 公の施設の名称 
    美浦村立大谷時計台児童館 
    美浦村立木原城山児童館 
 
２ 指定する団体の名称 
    株式会社 明日葉 
 
３ 指定の期間 
    令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 
 
  令和３年１２月７日提出 
 
                     美浦村長  中 島  栄 
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議案第９号 

 

   令和３年度美浦村一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和３年度美浦村の一般会計補正予算（第６号）は，次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４６，１２７千円を追

加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，７６６，０１４千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は，「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

  令和３年１２月７日提出 

 

美浦村長  中 島  栄   

 

15



歳　入 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

15 国庫支出金 655,891 111,527 767,418 

 1 国庫負担金 442,708 991 443,699 

 2 国庫補助金 210,460 110,536 320,996 

16 県支出金 374,923 1,517 376,440 

 1 県負担金 209,235 1,165 210,400 

 2 県補助金 121,402 352 121,754 

17 財産収入 6,807 36,838 43,645 

 2 財産売払収入 3 36,838 36,841 

18 寄附金 126,002 60,000 186,002 

 1 寄附金 126,002 60,000 186,002 

19 繰入金 111,445 28,041 139,486 

 1 特別会計繰入金 11,133 34,273 45,406 

 2 基金繰入金 100,312 △6,232 94,080 

21 諸収入 115,014 8,204 123,218 

 5 雑入 105,887 8,204 114,091 

 歳　　入　　合　　計 6,519,887 246,127 6,766,014 

第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項
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歳　出 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

 2 総務費 1,225,831 112,435 1,338,266 

 1 総務管理費 976,787 113,845 1,090,632 

 2 徴税費 157,251 △1,410 155,841 

 3 民生費 1,783,032 114,223 1,897,255 

 1 社会福祉費 1,191,339 2,978 1,194,317 

 2 児童福祉費 591,393 111,245 702,638 

 4 衛生費 902,575 1,109 903,684 

 1 保健衛生費 294,297 1,109 295,406 

 5 農林水産業費 273,565 △686 272,879 

 1 農業費 271,204 △686 270,518 

 7 土木費 328,905 6,450 335,355 

 1 土木管理費 52,701 450 53,151 

 2 道路橋梁費 151,990 6,000 157,990 

 9 教育費 882,496 17,321 899,817 

 1 教育総務費 191,962 14,866 206,828 

 2 小学校費 103,444 1,362 104,806 

 3 中学校費 123,671 2,202 125,873 

 4 幼稚園費 97,563 1,168 98,731 

 5 社会教育費 195,106 △2,696 192,410 

 6 保健体育費 170,750 419 171,169 

11 公債費 645,227 △4,725 640,502 

 1 公債費 645,227 △4,725 640,502 

 歳　　出　　合　　計 6,519,887 246,127 6,766,014 

款 項
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（追加） （単位：千円）

自 動 体 外 式 除 細 動 器 賃 貸 借 料 令和４年度 35

動 物 死 骸 処 理 委 託 料 令和４年度 1,210

防 犯 カ メ ラ 保 守 管 理 委 託 料 令和４年度 434

一 般 ご み 訪 問 収 集 業 務 委 託 料 令和４年度 284

美 駒 地 区 粗 大 ゴ ミ 収 集 業 務 委 託 料 令和４年度 1,408

河 川 水 質 調 査 委 託 料 令和４年度 167

資 源 ゴ ミ 回 収 業 務 委 託 料 令和４年度 121

新型コロナウイルスワクチン管理業務委託料 令和４年度 1,259

母 子 健 康 手 帳 ア プ リ 使 用 料 令和４年度 264

ワ ク チ ン 接 種 会 場 駐 車 場 案 内 業 務 委 託 料 令和４年度 1,141

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種
コ ー ル セ ン タ ー 業 務 委 託 料

令和４年度 4,465

地 域 生 活 支 援 事 業 委 託 料 令和４年度 64

子 育 て 支 援 セ ン タ ー 管 理 業 務 委 託 料 令和４年度 1,729

地 域 公 共 交 通 運 行 管 理 業 務 委 託 料 令和４年度 18,587

地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 委 託 料 令和４年度 892

こ こ ろ の 体 温 計 業 務 委 託 料 令和４年度 28

地 域 福 祉 計 画 策 定 委 託 料 令和４年度 5,088

512

福 祉 バ ス 運 転 業 務 委 託 料 令和４年度 3,322

こ こ ろ の 健 康 相 談 事 業 委 託 料 令和４年度 180

広 報 み ほ 等 定 期 配 布 業 務 委 託 料 令和４年度 212

広 報 紙 等 作 成 ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 料 令和４年度 306

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

事　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　     　　　　間 限 度 額

光と風の丘公園(野球場・テニスコート)整備委託料
　令和４年度
　　　～令和６年度

14,448

空 調 機 器 保 守 管 理 委 託 料
　令和４年度
　　　～令和６年度

4,641

議 事 録 作 成 支 援 シ ス テ ム 保 守 管 理 委 託 料 令和４年度 429

広 報 み ほ 印 刷 製 本 費 令和４年度 1,967

建 設 図 面 プ ロ グ ラ ム 保 守 委 託 料
　令和４年度
　　　～令和５年度

71

議 会 だ よ り 印 刷 製 本 費 令和４年度
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清 掃 委 託 料 令和４年度 3,060

施 設 備 品 賃 借 料 令和４年度 859

寝 具 賃 借 料 令和４年度 618

バ ス 運 行 業 務 委 託 料 （ 幼 稚 園 ） 令和４年度 5,280

図 書 デ ー タ TOOLi 使 用 料 令和４年度 616

光 と 風 の 丘 公 園 管 理 業 務 委 託 料 令和４年度 12,150

中 央 公 民 館 管 理 委 託 料 令和４年度 3,928

Ｔ Ｒ Ｃ 図 書 マ ー ク 保 守 料 令和４年度 220

電 気 設 備 保 守 管 理 委 託 料 令和４年度 209

調 光 機 器 保 守 管 理 委 託 料 令和４年度 275

英 語 指 導 助 手 業 務 委 託 料 令和４年度 10,624

自 家 用 電 気 工 作 物 保 安 管 理 委 託 料 令和４年度 162

バ ス 運 行 業 務 委 託 料 （ 大 谷 小 ） 令和４年度 7,150

い じ め 防 止 ア プ リ 使 用 料 令和４年度 112

腸 内 病 原 細 菌 検 査 等 業 務 委 託 料 令和４年度 207

合　　　　　　　　　　　　　　　計 258,000
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１　総　括

　歳　入 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

15 国庫支出金 655,891 111,527 767,418 

16 県支出金 374,923 1,517 376,440 

17 財産収入 6,807 36,838 43,645 

18 寄附金 126,002 60,000 186,002 

19 繰入金 111,445 28,041 139,486 

21 諸収入 115,014 8,204 123,218 

　　　　　歳　　入　　合　　計 6,519,887 246,127 6,766,014 

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

款
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歳　出 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 2 総務費 1,225,831 112,435 1,338,266 112,435

 3 民生費 1,783,032 114,223 1,897,255 111,389 2,834

 4 衛生費 902,575 1,109 903,684 111 998

 5 農林水産業費 273,565 △686 272,879 △628 △58

 7 土木費 328,905 6,450 335,355 6,450

 9 教育費 882,496 17,321 899,817 2,088 △2,036 17,269

11 公債費 645,227 △4,725 640,502 △4,725

　歳　出　合　計 6,519,887 246,127 6,766,014 112,960 △2,036 135,203

款 計補正前の額 補　正　額

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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２　歳  入

(款) 15 国庫支出金 (項)  1 国庫負担金 （単位：千円）

金 額

 3 教育費国庫負担金 8,123 991 9,114  1 教育費負担金 991  10 子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 991

　　　　　 計 442,708 991 443,699

(款) 15 国庫支出金 (項)  2 国庫補助金

 2 民生費国庫補助金 14,405 110,803 125,208  2 児童福祉費補助金 110,803 110 子育て世帯臨時特別給付金補助金 108,950

111 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 1,853

 3 衛生費国庫補助金 62,359 111 62,470  1 保健衛生費補助金 111  25 疾病予防対策事業費等補助金 111

 5 教育費国庫補助金 877 250 1,127  1 小学校費補助金 175  60 学校保健特別対策事業費補助金 175

 2 中学校費補助金 75  40 学校保健特別対策事業費補助金 75

 6 農林水産業費国庫補助金 628 △628 0  1 農業費補助金 △628   6 鳥獣被害防止総合対策交付金 △628

　　　　　 計 210,460 110,536 320,996

(款) 16 県支出金 (項)  1 県負担金

 1 民生費県負担金 204,974 670 205,644  5 後期高齢者医療広 670   5 保険基盤安定負担金（３／４） 670

域連合負担金

 3 教育費県負担金 4,061 495 4,556  1 教育費県負担金 495   5 子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 495

　　　　　 計 209,235 1,165 210,400

(款) 16 県支出金 (項)  2 県補助金

 7 教育費県補助金 4,560 352 4,912  3 幼稚園費補助金 352  15 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県

    補助金 352

　　　　　 計 121,402 352 121,754

(款) 17 財産収入 (項)  2 財産売払収入

 1 不動産売払収入 1 36,745 36,746  1 土地建物売払収入 36,745   5 土地建物売払収入 36,745

 3 物品売払収入 1 93 94  1 物品売払収入 93   5 物品売払収入 93

　　　　　 計 3 36,838 36,841

(款) 18 寄附金 (項)  1 寄附金

 1 一般寄附金 66,000 60,000 126,000  1 一般寄附金 60,000  20 一般寄附金 60,000

　　　　　 計 126,002 60,000 186,002

目 計
節

区　　　分
説　　　　　明補 正 前 の 額 補　　正　　額
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(款) 19 繰入金 (項)  1 特別会計繰入金 （単位：千円）

金 額

 6 電気事業会計繰入金 0 34,273 34,273  1 電気事業会計繰入 34,273   5 電気事業会計繰入金 34,273

金

　　　　　 計 11,133 34,273 45,406

(款) 19 繰入金 (項)  2 基金繰入金

 1 ふるさと基金繰入金 1,070 △920 150  1 ふるさと基金繰入 △920   5 ふるさと基金繰入金 △920

金

 8 財政調整基金繰入金 4,277 △4,276 1  1 財政調整基金繰入 △4,276   5 財政調整基金繰入金 △4,276

金

10 ふるさと応援基金繰入金 48,292 △1,036 47,256  1 ふるさと応援基金 △1,036   5 ふるさと応援基金繰入金 △1,036

繰入金

　　　　　 計 100,312 △6,232 94,080

(款) 21 諸収入 (項)  5 雑入

 3 雑入 47,466 8,204 55,670  7 雑入 8,204  52 浦河町交流事業参加者負担金 △80

138 茨城県後期高齢者医療広域連合療養給付費市町村

    負担金精算金 8,284

　　　　　 計 105,887 8,204 114,091

目 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計
節

説　　　　　明
区　　　分
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３　歳  出

(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 2 職員給与関係経費

 1 一般管理費 245,663 0 245,663  4 共済費  4 共済費

   2 職員共済組合負担金 767

     4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイ

       ム）

   6 社会保険料 △767

     4 社会保険料（会計年度任用職フルタイム）

 2 庁舎管理費          137

 5 財産管理費 41,524 404 41,928 404 11 役務費 25 12 委託料 137

   2 保守点検委託料

     3 自動扉保守管理委託料

12 委託料 379  3 公用車管理費           25

11 役務費 25

   6 損害保険料

     2 自動車損害共済保険料

 4 管財事務費          242

12 委託料 242

   5 業務委託料

    15 不動産鑑定業務委託料

 2 財政調整基金費       74,442

 6 財政調整基金費 372,541 74,442 446,983 74,442 24 積立金 74,442 24 積立金 74,442

   1 財政調整基金積立金

     1 財政調整基金積立金

 3 行政情報化推進事業費        1,100

 7 企画費 130,928 △9,877 121,051 △9,877  1 報酬 66 12 委託料 572

   5 業務委託料

    10 電算システム移行関係業務委託料

 8 旅費 10 14 工事請負費 528

   2 建築工事

     2 電気通信工事

10 需用費 2 14 総合計画策定事業費           78

 1 報酬 66

   3 非常勤職員報酬

12 委託料 572      5 総合計画検証委員会委員

 8 旅費 10

   1 費用弁償

14 工事請負費 528      1 費用弁償

10 需用費 2

   3 食糧費

22 償還金、利子及び △11,055      1 食糧費

割引料 23 新型コロナ対応地方創生臨時交付金事業費     △11,055

22 償還金、利子及び割引料 △11,055

   5 国庫支出金等返還金

     1 国庫支出金返還金

 2 減債基金費       27,376

14 減債基金費 91,001 27,376 118,377 27,376 24 積立金 27,376 24 積立金 27,376

   2 減債基金積立金

     1 減債基金積立金

補 正 額 計補正前の額目

節

説　　　　明
区 分 金 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 2 陸平基金費        1,500

15 陸平基金費 10,001 1,500 11,501 1,500 24 積立金 1,500 24 積立金 1,500

   7 陸平基金積立金

     1 陸平基金積立金

 2 学校施設建設基金費       20,000

17 学校施設建設基金費 24 20,000 20,024 20,000 24 積立金 20,000 24 積立金 20,000

   9 学校施設建設基金積立金

     1 学校施設建設基金積立金

　　　計 976,787 113,845 1,090,632 113,845

(款)  2 総務費 (項)  2 徴税費

 1 職員給与関係経費      △1,500

 3 徴収費 79,280 △1,410 77,870 △1,410  3 職員手当等 △1,500  3 職員手当等 △1,500

   5 時間外勤務手当

     1 時間外勤務手当

10 需用費 90  2 徴収事務費           90

10 需用費 90

   4 印刷製本費

     1 印刷製本費

　　　計 157,251 △1,410 155,841 △1,410

(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費

 6 在宅福祉事業費           55

 2 老人福祉費 260,038 655 260,693 655 10 需用費 55 10 需用費 55

   4 印刷製本費

     1 印刷製本費

27 繰出金 600  9 介護保険特別会計繰出金          600

27 繰出金 600

   9 介護保険特別会計繰出金

     1 介護保険特別会計繰出金

 6 障がい者地域生活支援事業費          530

 3 障がい者福祉費 328,362 530 328,892 530 19 扶助費 530 19 扶助費 530

   5 その他扶助費

    75 成年後見人制度利用支援助成費

 3 後期高齢者医療特別会計繰出金          892

 6 後期高齢者医療給付 187,331 892 188,223 670 222 27 繰出金 892 27 繰出金 892

費   17 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分

     ）

     1 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定

       分）

 2 医療福祉事務費          901

 7 医療福祉費 106,339 901 107,240 901 22 償還金、利子及び 901 22 償還金、利子及び割引料 901

割引料    5 国庫支出金等返還金

     2 県支出金返還金

　　　計 1,191,339 2,978 1,194,317 670 2,308

説　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

補 正 額 の 財 源 内 訳 節
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(款)  3 民生費 (項)  2 児童福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

12 特別児童扶養手当事務費            1

 1 児童福祉総務費 100,710 110,804 211,514 110,719 85 11 役務費 403 22 償還金、利子及び割引料 1

   5 国庫支出金等返還金

     1 国庫支出金返還金

12 委託料 1,450 65 子育て世帯臨時特別給付金給付費      108,950

18 負担金補助及び交付金 108,950

  10 補助金

18 負担金補助及び交 108,950     10 子育て世帯臨時特別給付金

付金 66 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費        1,853

11 役務費 403

   1 通信運搬費 183

22 償還金、利子及び 1      1 郵便料

割引料    4 手数料 220

    33 口座振込手数料

12 委託料 1,450

   5 業務委託料 570

     5 申請書等作成業務委託料

   7 電算処理委託料 880

     5 システム改修業務委託料

 4 木原保育所運営費          441

 3 保育所費 235,152 441 235,593 441  1 報酬 441  1 報酬 441

   4 会計年度任用職員報酬

    13 保育士

　　　計 591,393 111,245 702,638 110,719 526

(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費

 3 母子保健事業費          787

 2 予防費 228,491 1,051 229,542 111 940 12 委託料 264 18 負担金補助及び交付金 500

  10 補助金

     5 不妊治療費補助金

18 負担金補助及び交 500 22 償還金、利子及び割引料 287

付金    5 国庫支出金等返還金

     1 国庫支出金返還金

 4 健康診断事業費          264

22 償還金、利子及び 287 12 委託料 264

割引料    5 業務委託料

    29 健康管理システム改修委託料

 2 保健センター管理費           58

 3 保健センター管理費 3,242 58 3,300 58 11 役務費 58 11 役務費 58

   1 通信運搬費

     2 電話料

　　　計 294,297 1,109 295,406 111 998

(款)  5 農林水産業費 (項)  1 農業費

 1 職員給与関係経費           30

 1 農業委員会費 22,262 30 22,292 30  4 共済費 30  4 共済費 30

   2 職員共済組合負担金

     3 職員共済組合負担金（一般職）

金 額

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一 般 財 源 区 分
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(款)  5 農林水産業費 (項)  1 農業費 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 3 農業経営対策事業費        △709

 3 農業振興費 53,985 △709 53,276 △628 △81 18 負担金補助及び交 △709 18 負担金補助及び交付金 △709

付金    5 負担金 △80

     5 全国農業サミット市町村負担金 △40

     6 全国農業サミット参加者負担金 △40

  10 補助金 △629

    10 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

 2 土地改良振興事業費          △7

 5 農地費 150,045 △7 150,038 △7 18 負担金補助及び交 △7 18 負担金補助及び交付金 △7

付金    5 負担金

     3 稲敷管内職員研究会

　　　計 271,204 △686 270,518 △628 △58

(款)  7 土木費 (項)  1 土木管理費

 1 職員給与関係経費          450

 1 土木総務費 52,701 450 53,151 450  4 共済費 450  4 共済費 450

   2 職員共済組合負担金

     3 職員共済組合負担金（一般職）

　　　計 52,701 450 53,151 450

(款)  7 土木費 (項)  2 道路橋梁費

 2 道路維持補修事業費        6,000

 2 道路維持費 18,927 6,000 24,927 6,000 14 工事請負費 6,000 14 工事請負費 6,000

   3 維持補修工事

     1 村道補修工事

　　　計 151,990 6,000 157,990 6,000

(款)  9 教育費 (項)  1 教育総務費

 8 教育相談センター事業費           47

 2 事務局費 190,499 14,866 205,365 1,838 13,028  8 旅費 47  8 旅費 47

   1 費用弁償

     1 費用弁償

12 委託料 11,750 11 施設型給付事業費（教育認定）        2,688

18 負担金補助及び交付金 2,688

   5 負担金

18 負担金補助及び交 3,069     10 施設型給付費（私立）

付金 60 新型コロナ教育関連対策事業          381

18 負担金補助及び交付金 381

  10 補助金

    15 修学旅行等キャンセル料補助金

61 ＧＩＧＡスクール構想実現事業       11,750

12 委託料 11,750

   5 業務委託料

     5 パソコン設定委託料

　　　計 191,962 14,866 206,828 1,838 13,028

区 分 金 額

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一 般 財 源
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(款)  9 教育費 (項)  2 小学校費 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 3 木原小学校学校管理費          160

 1 学校管理費 92,399 1,362 93,761 175 1,187 10 需用費 1,008 10 需用費 160

   2 燃料費

     1 庁舎用燃料代

12 委託料 50  4 大谷小学校学校管理費          260

10 需用費 260

   2 燃料費

17 備品購入費 304      1 庁舎用燃料代

 5 安中小学校学校管理費          180

10 需用費 130

   2 燃料費

     1 庁舎用燃料代

12 委託料 50

   2 保守点検委託料

    44 複合機保守点検委託料

 7 小学校施設管理費          411

10 需用費 411

   6 修繕料

     2 施設等修繕料

60 木原小学校保健特別対策事業          100

10 需用費 34

   1 消耗品費

     1 消耗品費

17 備品購入費 66

   1 庁用器具費

     1 庁用器具費

61 大谷小学校保健特別対策事業          151

10 需用費 13

   1 消耗品費

     1 消耗品費

17 備品購入費 138

   1 庁用器具費

     1 庁用器具費

62 安中小学校保健特別対策事業          100

17 備品購入費 100

   1 庁用器具費

     1 庁用器具費

　　　計 103,444 1,362 104,806 175 1,187

(款)  9 教育費 (項)  3 中学校費

 5 中学校施設管理費        2,046

 1 学校管理費 108,044 2,202 110,246 75 2,127 10 需用費 2,107 10 需用費 2,019

   6 修繕料

     2 施設等修繕料

12 委託料 27 12 委託料 27

   2 保守点検委託料

     2 電気設備保守管理委託料

17 備品購入費 68 53 美浦中学校保健特別対策事業          156

10 需用費 88

一 般 財 源 区 分 金 額

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
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(款)  9 教育費 (項)  3 中学校費 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

   1 消耗品費

( 1 学校管理費)      1 消耗品費

17 備品購入費 68

   1 庁用器具費

     1 庁用器具費

　　　計 123,671 2,202 125,873 75 2,127

(款)  9 教育費 (項)  4 幼稚園費

 1 職員給与関係経費          210

 1 幼稚園費 97,563 1,168 98,731 1,168  3 職員手当等 210  3 職員手当等 210

   5 時間外勤務手当

     1 時間外勤務手当

 4 共済費 738  3 幼稚園運営費          958

 4 共済費 738

   6 社会保険料

10 需用費 220      5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）

10 需用費 220

   6 修繕料

     3 公用車等修繕料

　　　計 97,563 1,168 98,731 1,168

(款)  9 教育費 (項)  5 社会教育費

 5 青少年健全育成事業費      △1,000

 1 社会教育総務費 96,455 △1,000 95,455 △1,000 10 需用費 △500 10 需用費 △500

   1 消耗品費 △100

     1 消耗品費

13 使用料及び賃借料 △500    3 食糧費 △400

     1 食糧費

13 使用料及び賃借料 △500

   1 使用料 △300

     1 有料道路使用料 △50

     2 駐車場使用料 △50

     5 入場料 △200

   2 賃借料 △200

     7 バス借上料

 3 中央公民館管理費        1,194

 2 公民館費 69,735 △1,806 67,929 △1,036 △770 10 需用費 2,420 10 需用費 2,420

   6 修繕料

     2 施設等修繕料

14 工事請負費 △1,226 14 工事請負費 △1,226

   3 維持補修工事

    20 トイレ改修工事 △1,056

18 負担金補助及び交 △3,000     37 中央公民館大ホール調光操作卓改修工事 △170

付金  5 “みほ”産業文化・スポーツフェスティバル事業費     △3,000

18 負担金補助及び交付金 △3,000

  10 補助金

     1 “みほ”産業文化・スポーツフェスティバル

目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一 般 財 源

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説　　　　明
区 分 金 額
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(款)  9 教育費 (項)  5 社会教育費 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 2 文化財施設管理費          110

 3 文化財保護費 19,720 110 19,830 110 10 需用費 110 10 需用費 110

   6 修繕料

     2 施設等修繕料

　　　計 195,106 △2,696 192,410 △2,036 △660

(款)  9 教育費 (項)  6 保健体育費

 2 光と風の丘公園管理費          150

 3 光と風の丘公園管理 35,079 150 35,229 150 17 備品購入費 150 17 備品購入費 150

費    2 機械器具費

     1 機械器具費

12 学校給食施設管理費          269

 4 学校給食費 127,464 269 127,733 269 17 備品購入費 269 17 備品購入費 269

   1 庁用器具費

     1 庁用器具費

　　　計 170,750 419 171,169 419

(款) 11 公債費 (項)  1 公債費

 2 元金償還費        1,567

 1 元金 601,933 1,567 603,500 1,567 22 償還金、利子及び 1,567 22 償還金、利子及び割引料 1,567

割引料    1 長期借入債元金償還金

     1 長期借入債元金償還金

 2 利子償還費      △6,292

 2 利子 43,293 △6,292 37,001 △6,292 22 償還金、利子及び △6,292 22 償還金、利子及び割引料 △6,292

割引料    2 長期借入債利子償還金

     1 長期借入債利子償還金

　　　計 645,227 △4,725 640,502 △4,725

金 額

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一 般 財 源 区 分
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１．特　　別　　職

職員数 共 済 費 合   計
期末手当

報　　酬 給　　料 (千円) 地域手当 寒冷地手 その他の 計
（人） 年間支給 （千円） （千円）

（千円） （千円） 率(月分) （千円） 当(千円) 手当(千円) （千円）

長　　等 2 13,920 4,470 2,070 20,460 2,346 22,806
(3.35)

議　　員 12 41,784 13,415 55,199 14,212 69,411
(3.35)

その他の
639 23,837 23,837 23,837

特 別 職

計 653 65,621 13,920 17,885 2,070 99,496 16,558 116,054

長　　等 2 13,920 4,470 2,070 20,460 2,346 22,806
(3.35)

議　　員 12 41,784 13,415 55,199 14,212 69,411
(3.35)

その他の
626 23,771 23,771 23,771

特 別 職

計 640 65,555 13,920 17,885 2,070 99,430 16,558 115,988

長　　等

議　　員

その他の
13 66 66 66

特 別 職

計 13 66 66 66

比
　
較

区     分 備　　　考

給 与 費 明 細 書

　　　　給　　　　　　与　　　　　　 　　　　費

補
正
後

補
正
前
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２．一　　般　　職
　（１） 　総　　括 （単位：千円）

（　　）内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

（単位：千円）

　ア　　会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

（　　）内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

（単位：千円）

職
員
手
当
の
内
訳

91,387 68,455

比 較 △ 1,290

補 正 前 11,325 5,601 8,394 35,244 1,074 14,942 114,374

備　　　考

補 正 後 11,325 5,601 8,394 33,954 1,074 14,942 114,374

時間外勤務
手      当

日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当

91,387 68,455

△ 1,290 △ 1,290 480 △ 810比 較
（ ）

350,796 866,879 158,554 1,025,433
137

補 正 前
（ 2 ）

516,083

865,589 159,034 1,024,623
137

補 正 後
（ 2 ）

516,083 349,506

報 酬 給 料 職 員 手 当
区 分

職 員 数
共 済 費 合 計 備　　　考

給　　　　　　与　　　　　　費

職
員
手
当
の
内
訳

計
（人）

91,387 79,429

比 較

補 正 前 11,325 5,601 9,865 39,454 1,074 14,942 144,262

△ 1,290

備　　　考

補 正 後 11,325 5,601 9,865 38,164 1,074 14,942 144,262

時間外勤務
手      当

日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当

91,387 79,429

△ 1,290 △ 849 1,218 369比 較
（ ）

441

397,339 1,064,313 188,867 1,253,180
170

補 正 前
（ 63 ）

74,839 592,135

190,085 1,253,549
170

補 正 後
（ 63 ）

75,280 592,135 396,049 1,063,464

（人）

区 分

給　　　　　　与　　　　　　費
職 員 数

共 済 費 合 計 備　　　考
報 酬 給 料 職 員 手 当 計
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　イ 　会計年度任用職員 （単位：千円）

（　　）内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

（単位：千円）

計

31,051 228,926

補 正 後

補 正 前 29,888

（ ）

33
61

1,471

1,471 10,9744,210

29,888 10,974

（人）

4,210

（ ）

共 済 費 合 計 備　　　考
報 酬 給 料 職 員 手 当

補 正 後
（ 61 ）

75,280 76,052 46,543 197,875

区 分

給　　　　　　与　　　　　　費
職 員 数

441 738

46,543 197,434 30,313 227,747補 正 前 74,839 76,052

1,179比 較 441

33

備　　　考
時間外勤務
手      当

日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当職
員
手
当
の
内
訳

区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当

比 較
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　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外） （単位：千円）

給与改定の状況
 前年度　給料の改定率
 本年度　給料の改定率(見込)

職員数の異動状況（会計年度任用職員以外）
現に在職する　

　補正後
　補正前
  増　減
採用、退職の状況

会計間の異動

期末手当
管理職手当

退職手当
勤勉手当

日直手当
時間外勤務手当 △ 1,290
特殊勤務手当
通勤手当
住居手当

その他の増減分 △ 1,290 扶養手当

人

勤勉手当

人
職 員 手 当 △ 1,290 制度改正に伴う増減分 住居手当

採　用 退　職 計
その他

会計間異動の異動による差額

人 人

再任用職員 人
人

139 人
人

人
人

139

職員数 その他 計
139

特別昇給・昇格差額
人 人人 139

その他の増減分 退職者・新採用者差額

備　　　　考区    分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　　　明

0.00 ％
0.00 ％

技能労務職
給       料 給与改定に伴う増減分 一般行政職

技能労務職
昇給に伴う増減分 一般行政職
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３．給与及び手当の状況（会計年度任用職員以外）
　ア．職員一人当たりの給与 （単位：円）

　イ．初　　　任　　　給 （単位：円）

　ウ．等 級 別 職 員 数

100.0%
）

計
（

118
計

（ ）（
100.0% 7

17.8%

23 19.5%

9 7.6%
（ ）

15 12.7%
（ ）

1
（

30 25.4%

6
（ ）（

5
（ ）（ ）

3
（

16 13.6%

計
（ ）（

7

7
（ ）（ ）

計
（

118 100.0%

2
（ ）（

1
（ ）（ ）

23 19.5%

3
（ ）（ ）

1

17.8%

4
（ ）（

5
（ ）（ ）

2

令和３年１２月１日現在
30 25.4%

6
（ ）（

4 3.4%
7

（

16 13.6%

区　分
一般行政職 技能労務職

職員数（人） 構成比（％） 級 構成比（％）職員数（人）級

技 能 労 務 職
平均給料月額 318,182 315,757

令和３年１２月１日現在 平均給与月額 375,064 323,257

区　　　　分 一 般 行 政 職

令和３年　９月１日現在

）（ ）

1
（ ）

2
（ ）（ ）

3
（ ）（ ）

21

4
（ ） ）（ ）

））（
2

（

））（）
100.0%

4
（

4
）（ ）

3.4% 7

100.0%
））（）

9 7.6%

）
21

））（） （
15

）（ ）（
12.7%

））（）
3

（
100.0%

）（ ））（
4

（）
7

平均年令 ４２歳　４月 ５６歳　３月
平均給料月額 317,656 315,757

令和３年　９月１日現在 平均給与月額 356,380 322,414

182,200 - 182,200 -

平均年令 ４２歳　１月 ５６歳　０月

区　　　分 一般行政職 技能労務職
国の制度

一般行政職 技能労務職

高　校　卒 154,900 152,700 150,600 147,900

大　学　卒
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（級別の標準的な職務内容）
区分

区分

　エ．昇　　　　給 

特別昇給に係る職員数（人）

６号給（人）
８号給（人）

比　　率( B )／( A )　（％）

特別昇給に係る職員数（人）
職員数 ( A )（人） 132 118 7

号給数別内訳 ２号給（人）

６号給（人）
８号給（人）

技能労務職
職員数 ( A )（人） 132 118 7
昇給に係る職員数 ( B )（人）

　号給（人）

用務手、労務作業員等
（以下「用務手等」と
いう。）
調理師
自動車運転手

用務手等
調理師
自動車運転手

相当の経験を有する用
務手等
相当の技能又は経験を
有する調理師
相当の技能又は経験を
有する自動車運転手

困難な業務を行う用務
手等
高度の技能又は経験を
有する調理師
高度の技能又は経験を
有する自動車運転手

補

正

後

補

正

前

号給数別内訳 ２号給（人）

　号給（人）

４号給（人）

昇給に係る職員数 ( B )（人）

比　　率( B )／( A )　（％）

４号給（人）

一
般
行
政
職

主事補、技師
補、主事、技
師、保育士、
看護師、保健
師、栄養士、
社会福祉士

困難な職務を
分掌する主
事、技師、保
育士、看護
師、保健師、
栄養士、社会
福祉士

主任、係長、
主任保育士、
主任看護師、
主任保健師、
主任栄養士、
主任社会福祉
士

困難な職務を
分掌する係
長、主査、主
任主査

七級

区分 合計
代表的な職種

一般行政職

技
能
労
務
職

困難な職務を
分掌する主任
主査、課長補
佐、室長補
佐、局長補佐
及び出先機関
の長の補佐、
職務を指揮、
監督する出先
機関の長、課
長、室長及び
局長

特に困難な職
務を分掌する
課長、局長及
び室長、特に
困難な職務を
指揮、監督す
る出先機関の
長

一級 二級 三級 四級

一級 二級 三級 四級 五級 六級
部長
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　オ.期末手当 ・ 勤勉手当

（　　）内は、再任用職員である。

　カ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

　キ．地域手当

　ク． 特 殊 勤 務 手 当

　ケ．そ の 他 の 手 当

同
同
同

住 居 手 当
通 勤 手 当

国　の　制　度　と　の　異　同区　　分
扶 養 手 当

税　務　職 保　健　職 保育士職 運転手職

差異の内容

支給対象職員の比率（％）
代表的な特殊勤務手当の名称

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0給料総額に対する比率（％）

代表的な職種
全職種区　　　分

支給率（%） 0
支給対象職員数（人） 0

支給対象地域 無

国の指定基準に基づく支給率（%）

国の制度
（支給率等）

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

(3～45%加算)

備　考
（月分） （月分） （月分） （月分）

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709

区　　分
20年勤続の者 25年勤続の者

定年前早期退職特例措置
(2～20%加算)

35年勤続の者 最高限度
その他の加算措置等

有
2.225 2.225 4.45
1.175 ）（ 1.175 2.35 ）

補 正 前
（ 1.175 ）（ 1.175 2.35 ）

有
2.225 2.225 4.45

（月分）

補 正 後
（ 1.175 ）（ 1.175 2.35 ）

2.225 2.225

区 分
支給期別支給率 支給率計 職制上の段階、職務の

級等による加算措置
備 考

６月（月分） １２月（月分）

有
4.45

）（
国 の 制 度

（

）（

（）
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議案第１０号 

 

   令和３年度美浦村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和３年度美浦村の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は，次に定

めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８７６千円を追加し，歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，７８５，６０４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和３年１２月７日提出 

 

美浦村長  中 島  栄   
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歳　入 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

 3 国庫支出金 1 81 82 

 1 国庫補助金 1 81 82 

 8 諸収入 6,655 795 7,450 

 5 雑入 3,389 795 4,184 

 歳　　入　　合　　計 1,784,728 876 1,785,604 

第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項
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歳　出 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

 1 総務費 47,861 81 47,942 

 1 総務管理費 44,293 81 44,374 

 6 基金積立金 112,448 △1,087 111,361 

 1 基金積立金 112,448 △1,087 111,361 

 8 諸支出金 4,878 1,882 6,760 

 1 償還金及び還付加算金 2,629 1,882 4,511 

 歳　　出　　合　　計 1,784,728 876 1,785,604 

款 項
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１　総　括

　歳　入 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

 3 国庫支出金 1 81 82 

 8 諸収入 6,655 795 7,450 

　　　　　歳　　入　　合　　計 1,784,728 876 1,785,604 

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

款
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歳　出 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1 総務費 47,861 81 47,942 81

 6 基金積立金 112,448 △1,087 111,361 △1,087

 8 諸支出金 4,878 1,882 6,760 1,882

　歳　出　合　計 1,784,728 876 1,785,604 81 795

款 計補正前の額 補　正　額

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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２　歳  入

(款)  3 国庫支出金 (項)  1 国庫補助金 （単位：千円）

金 額

 2 社会保障・税番号制度システム 0 81 81  1 社会保障・税番号 81   1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 81

整備費補助金 制度システム整備

費補助金

　　　　　 計 1 81 82

(款)  8 諸収入 (項)  5 雑入

 1 一般被保険者第三者納付金 1,701 795 2,496  1 一般被保険者第三 381   5 交通事故等第三者納付金（現物給付分） 381

者納付金（現物給

付分）

 2 一般被保険者第三 414   5 交通事故等第三者納付金（現金給付分） 414

者納付金（現金給

付分）

　　　　　 計 3,389 795 4,184

目 計
節

区　　　分
説　　　　　明補 正 前 の 額 補　　正　　額
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３　歳  出

(款)  1 総務費 (項)  1 総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 2 国民健康保険事務費           81

 1 一般管理費 43,456 81 43,537 81 10 需用費 66 10 需用費 66

   4 印刷製本費

     1 印刷製本費

11 役務費 15 11 役務費 15

   1 通信運搬費

     1 郵便料

　　　計 44,293 81 44,374 81

(款)  6 基金積立金 (項)  1 基金積立金

 2 支払準備基金      △1,087

 1 支払準備基金積立金 112,448 △1,087 111,361 △1,087 24 積立金 △1,087 24 積立金 △1,087

  10 支払準備基金積立金

     1 支払準備基金積立金

　　　計 112,448 △1,087 111,361 △1,087

(款)  8 諸支出金 (項)  1 償還金及び還付加算金

 2 国庫支出金等返還金        1,882

 5 その他償還金 2 1,882 1,884 1,882 22 償還金、利子及び 1,882 22 償還金、利子及び割引料 1,882

割引料    5 国庫支出金等返還金

     2 県支出金返還金

　　　計 2,629 1,882 4,511 1,882

説　　　　明
区 分 金 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

補 正 額 計補正前の額目

節
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議案第１１号 

 

   令和３年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和３年度美浦村の介護保険特別会計補正予算（第２号）は，次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は，「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

  令和３年１２月７日提出 

 

美浦村長  中 島  栄   

 

  

45



歳　入 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

【保険事業勘定】

 7 繰入金 265,130 0 265,130 

 1 一般会計繰入金 219,930 600 220,530 

 3
介護サービス事業勘定繰入
金

1,200 △600 600 

1,412,830 0 1,412,830 

歳　入 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

【介護サービス事業勘定】

3,000 0 3,000 

 歳　　入　　合　　計 1,415,830 0 1,415,830 

第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

保険事業勘定歳入合計

款 項

介護サービス事業勘定歳入合計
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歳　出 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

【保険事業勘定】

1,412,830 0 1,412,830 

歳　出 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

【介護サービス事業勘定】

 1 諸支出金 1,200 △600 600 

 1 地域支援事業繰出金 1,200 △600 600 

 2 サービス事業費 1,800 600 2,400 

 1 居宅サービス事業費 1,800 600 2,400 

3,000 0 3,000 

 歳　　出　　合　　計 1,415,830 0 1,415,830 

款 項

款 項

保険事業勘定歳出合計

介護サービス事業勘定歳出合計
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（追加） （単位：千円）

合　　　　　　　　　　　　　　　計 6,050

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

事　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　     　　　　間 限 度 額

第 9 期 美 浦 村 高 齢 者 福 祉 計 画 ・
介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託 料

　令和４年度
　　　～令和５年度

6,050
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令 和 ３ 年 度 

 

介護保険特別会計（保険事業勘定） 

 

歳入歳出補正予算事項別明細書 

 

 

記号番号 ０８４４２６ 保険者名 美浦村 
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１　総　括

　歳　入 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

 7 繰入金 265,130 0 265,130 

　　　　　歳　　入　　合　　計 1,412,830 0 1,412,830 

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

款
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２　歳  入

(款)  7 繰入金 (項)  1 一般会計繰入金 （単位：千円）

金 額

 2 その他一般会計繰入金 43,555 600 44,155  1 職員給与費等繰入 600   1 職員給与費等繰入金 600

金

　　　　　 計 219,930 600 220,530

(款)  7 繰入金 (項)  3 介護サービス事業勘定繰入金

 1 介護サービス事業勘定繰入金 1,200 △600 600  1 介護サービス事業 △600   5 指定介護予防支援事業所収入繰入金 △600

勘定繰入金

　　　　　 計 1,200 △600 600

目 計
節

区　　　分
説　　　　　明補 正 前 の 額 補　　正　　額
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令 和 ３ 年 度 

 

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 

 

歳入歳出補正予算事項別明細書 

 

 

記号番号 ０８４４２６ 保険者名 美浦村 
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歳　出 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1 諸支出金 1,200 △600 600 △600

 2 サービス事業費 1,800 600 2,400 600

　歳　出　合　計 3,000 0 3,000

款 計補正前の額 補　正　額

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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３　歳  出

(款)  1 諸支出金 (項)  1 地域支援事業繰出金 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 2 地域支援事業繰出金        △600

 1 地域支援事業繰出金 1,200 △600 600 △600 27 繰出金 △600 27 繰出金 △600

  15 保険勘定繰出金

     1 保険勘定繰出金

　　　計 1,200 △600 600 △600

(款)  2 サービス事業費 (項)  1 居宅サービス事業費

 2 新予防給付ケアマネジメント事業費          600

 1 介護予防支援事業費 1,800 600 2,400 600 12 委託料 600 12 委託料 600

   5 業務委託料

     1 新予防給付ケアマネジメント委託料

　　　計 1,800 600 2,400 600

説　　　　明
区 分 金 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

補 正 額 計補正前の額目

節
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議案第１２号 

 

   令和３年度美浦村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和３年度美浦村の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は，次に定

めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８９２千円を追加し，歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７６，３６５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和３年１２月７日提出 

 

美浦村長  中 島  栄   
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歳　入 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

 3 繰入金 39,201 892 40,093 

 1 一般会計繰入金 39,201 892 40,093 

 歳　　入　　合　　計 175,473 892 176,365 

第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項
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歳　出 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

 2
後期高齢者医療広域連合納
付金

171,979 892 172,871 

 1
後期高齢者医療広域連合納
付金

171,979 892 172,871 

 歳　　出　　合　　計 175,473 892 176,365 

款 項
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１　総　括

　歳　入 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

 3 繰入金 39,201 892 40,093 

　　　　　歳　　入　　合　　計 175,473 892 176,365 

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

款
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歳　出 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 2
後期高齢者医療広域連
合納付金

171,979 892 172,871 892

　歳　出　合　計 175,473 892 176,365 892

款 計補正前の額 補　正　額

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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２　歳  入

(款)  3 繰入金 (項)  1 一般会計繰入金 （単位：千円）

金 額

 2 保険基盤安定繰入金 36,775 892 37,667  1 保険基盤安定繰入 892   5 保険基盤安定繰入金 892

金

　　　　　 計 39,201 892 40,093

目 計
節

区　　　分
説　　　　　明補 正 前 の 額 補　　正　　額
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３　歳  出

(款)  2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項)  1 後期高齢者医療広域連合納付金 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 2 後期高齢者医療広域連合納付金          892

 1 後期高齢者医療広域 171,979 892 172,871 892 18 負担金補助及び交 892 18 負担金補助及び交付金 892

連合納付金 付金    5 負担金

     5 茨城県後期高齢者医療広域連合保険基盤安定納

       付金

　　　計 171,979 892 172,871 892

説　　　　明
区 分 金 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

補 正 額 計補正前の額目

節
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議案第１３号 

 

   令和３年度美浦村水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総 則） 

第１条 令和３年度美浦村の水道事業会計補正予算（第２号）は，次に定

めるところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和３年度美浦村水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 

  （科    目）  （既決予定額） （補正予定額）   （計） 

   収    入 

 第１款 水道事業収益   555,683千円       0千円    555,683千円 

   支    出 

 第１款 水道事業費用   551,933千円        720千円    552,653千円 

  第１項 営業費用    517,743千円       720千円    518,463千円 

 

   令和３年１２月７日提出 

 

美浦村長  中 島  栄   
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支　　　　　出 （単位 ： 千円）

1. 水道事業費用 551,933 720 552,653

1. 営業費用 517,743 720 518,463

2. 配水及び給水費 70,676 385 71,061

4. 総係費 37,625 335 37,960

項 目 既決予定額 備     考

令和３年度　美浦村水道事業会計補正予算実施計画

収   益   的   支   出

款 補正予定額 計
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（単位：千円）

区　　　　　分

１．業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 8,969 △ 720 8,249

　　　減価償却費 117,882 0 117,882

　　　資産減耗費 1 0 1

　　　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 300 0 △ 300

　　　修繕引当金の増減額（△は減少） 1 0 1

　　　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 1,507 0 △ 1,507

　　　長期前受金戻入額 △ 22,284 0 △ 22,284

　　　受取利息及び受取配当金 △ 1 0 △ 1

　　　支払利息 15,538 0 15,538

　　　未収金の増減額（△は増加） 300 0 300

　　　未払金の増減額（△は減少） △ 2,897 0 △ 2,897

　　　たな卸資産の増減額（△は増加） 101 0 101

　　　小計 115,803 △ 720 115,083

　　　利息及び配当金の受取額 1 0 1

　　　利息の支払額 △ 15,538 0 △ 15,538

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 100,266 △ 720 99,546

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 304 0 △ 304

　　　他会計補助金による収入 0 0 0

　　　工事負担金による収入 0 0 0

　　　加入金による収入 1,860 0 1,860

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 1,556 0 1,556

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 74,596 0 △ 74,596

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 74,596 0 △ 74,596

　資金増加額（又は減少額） 27,226 △ 720 26,506

　資金期首残高 954,815 0 954,815

　資金期末残高 982,041 △ 720 981,321

令和３年度　美浦村水道事業予定キャッシュフロー計算書
（令和　３年　４月　１日から令和　４年　３月３１日）

既決予定額 補正予定額 計
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給　与　費　明　細　書

１．総　　　　括 （単位：千円）

特別職
（人）

一般職
（人）

報酬 給料 賃　金 手当 計

補 損益勘定支弁職員 5 1,730 13,905 7,341 22,976 3,941 26,917

正 資本勘定支弁職員

後 合　　計 5 1,730 13,905 7,341 22,976 3,941 26,917

補 損益勘定支弁職員 5 1,730 13,905 7,341 22,976 3,221 26,197

正 資本勘定支弁職員

前 合　　計 5 1,730 13,905 7,341 22,976 3,221 26,197

比 損益勘定支弁職員 720 720

資本勘定支弁職員

較 合　　計 720 720

職員数　　 給　　　　　　与　　　　　　費
法  定
福利費

合　計

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務
手　　　当

時間外勤
務手当

管理職
手　当

期末手当 勤勉手当 退職手当

補正後 78 161 700 324 2,677 1,731 1,670

補正前 78 161 700 324 2,677 1,731 1,670

比   較

職員手当
の 内 訳

ア．会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

特別職
（人）

一般職
（人）

報酬 給料 賃　金 手当 計

補 損益勘定支弁職員 4 13,905 6,978 20,883 3,606 24,489

正 資本勘定支弁職員

後 合　　計 4 13,905 6,978 20,883 3,606 24,489

補 損益勘定支弁職員 4 13,905 6,978 20,883 2,886 23,769

正 資本勘定支弁職員

前 合　　計 4 13,905 6,978 20,883 2,886 23,769

比 損益勘定支弁職員 720 720

資本勘定支弁職員

較 合　　計 720 720

職員数　　 給　　　　　　与　　　　　　費
法  定
福利費

合　計

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務
手　　　当

時間外勤
務手当

管理職
手　当

期末手当 勤勉手当 退職手当

補正後 78 161 700 324 2,314 1,731 1,670

補正前 78 161 700 324 2,314 1,731 1,670

比   較

職員手当
の 内 訳
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２．給料及び手当の増減額の明細 （単位：千円）
区　分 増減額

給　　　料 給与改定に 一般行政職 給与改定の状況
伴う増減分 前年度　　給与改定率 0.00 ％

本年度　　給与改定率（見込） 0.00 ％
昇給に伴う 一般行政職
増減分
その他の 採用、退職に係る増減 職員数の異動状況（会計年度任用職員以外）

増減分 採用 人 　　　　　　現に在職す
退職 人 　　　　　　る職員数 その他 計

  補正後　 4 人 人 4 人
会計間の異動   補正前　 4 人 人 4 人

人   増減　　 人 人 人
その他

採用、退職の状況
採用  退職 　計

人 人 人

会計間の異動 人
職員手当 制度改正に 住居手当

伴う増減分 勤勉手当

その他の 扶養手当
増減分 通勤手当

住居手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
退職手当

増減事由別内訳 説　　　　明 備　　　　考

イ．会計年度任用職員 （単位：千円）

特別職
（人）

一般職
（人）

報酬 給料 賃　金 手当 計

補 損益勘定支弁職員 1 1,730 363 2,093 335 2,428

正 資本勘定支弁職員

後 合　　計 1 1,730 363 2,093 335 2,428

補 損益勘定支弁職員 1 1,730 363 2,093 335 2,428

正 資本勘定支弁職員

前 合　　計 1 1,730 363 2,093 335 2,428

比 損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

較 合　　計

職員数　　 給　　　　　　与　　　　　　費
法  定
福利費

合　計

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務
手　　　当

時間外勤
務手当

管理職
手　当

期末手当 勤勉手当 退職手当

補正後 363

補正前 363

比   較

職員手当
の 内 訳
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３．給与及び手当の状況
　ア.　職員一人当たりの給与 （単位：円）

事　　務　　職 技　　術　　職

平均給料月額 371,350 260,000

令和３年１２月１日現在 平均給与月額 390,402 272,843

平均年令 46歳 0月 33歳 4月

平均給料月額 371,350 260,000

令和３年９月１日現在 平均給与月額 420,726 268,500

平均年令 45歳 9月 33歳 1月

区　　　　　　分

　イ.　初　　　任　　　給 （単位：円）

一般行政職(円)

高　校　卒 154,900 154,900

大　学　卒 182,200 182,200

区　　　分 一般行政職(円)
一般会計の制度

　ウ.　級 別 職 員 数

級 級
7 （ ） （ ） 7 （ ） （ ）

6 （ ） （ ） 6 （ ） （ ）

5 （ ） （ ） 5 （ ） （ ）
1 33.3

4 （ ） （ ） 4 （ ） （ ）
令和３年１２月１日現在 1 33.3

3 （ ） （ ） 3 （ ） （ ）
1 33.3

2 （ ） （ ） 2 （ ） （ ）

1 （ ） （ ） 1 （ ） （ ）

計 （ ） （ ） 計 （ ） （ ）
3 100.0

7 （ ） （ ） 7 （ ） （ ）

6 （ ） （ ） 6 （ ） （ ）

5 （ ） （ ） 5 （ ） （ ）
1 33.3

4 （ ） （ ） 4 （ ） （ ）
令和３年９月１日現在 1 33.3

3 （ ） （ ） 3 （ ） （ ）
1 33.3

2 （ ） （ ） 2 （ ） （ ）

1 （ ） （ ） 1 （ ） （ ）

計 （ ） （ ） 計 （ ） （ ）
3 100.0

区　分
職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

一般行政職
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（　　）内は、再任用職員である。

（級別の標準的な職務内容）

区　　分 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級

一般行政職

主事補、技
師補、主事、
技師の職務

困難な職務
を分掌する
主事、技師
の職務

主任、係長
の職務

困難な職務
を分掌する
係長の職
務、
主査、主任
主査の職務

困難な職務
を分掌する
主任主査の
職務、
課長補佐及
び出先機関
の長を補佐
する職務、
課長の職務

特に困難な
職務を分掌
する課長の
職務、
特に困難な
職務を指
揮、監督す
る出先機関
の長の職務

部長の職務

　エ.　昇　　　　給 

職員数 ( A )（人） 3

補 昇給に係る職員数 ( B )（人）

号給数別内訳 　２号給（人）

　４号給（人）

正 　６号給（人）

　８号給（人）

　　号給（人）

後 比　　　　　率( B )／( A )　（％）

特別昇給に係る職員数（人）

職員数 ( A )（人） 3

補 昇給に係る職員数 ( B )（人）

号給数別内訳 　２号給（人）

　４号給（人）

正 　６号給（人）

　８号給（人）

　　号給（人）

前 比　　　　　率( B )／( A )　（％）

特別昇給に係る職員数（人）

区　　　　　　　　分 合　　　計
代表的な職種

　オ.　特 殊 勤 務 手 当
全職種

給料総額に対する比率（％） 0

支給対象職員の比率（％） 0

代表的な特殊勤務手当の名称

　カ.　期末手当 ・ 勤勉手当
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

（ 1.175 ） （ 1.175 ） （ 2.35 ）
2.225 2.225 4.45

（ 1.175 ） （ 1.175 ） （ 2.35 ）
2.225 2.225 4.45

（ 1.175 ） ( 1.175 ） （ 2.35 ）
2.225 2.225 4.45

補正前

一般会計の制度

区       分 備　　　　考
支給期別支給率

６月（月分） １２月（月分）
支給率計
（月分）

補正後 有

有

有
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　キ.　定年退職及び勧奨退職による退職手当

区　　分
２０年勤続の

者
（月分）

２５年勤続の
者

（月分）

３５年勤続の
者

（月分）

最高限度
（月分）

その他の加算措置
等

備　　考

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特
例措置(2～20%加算)

一般会計の制度
（支給率等）

24.586875 33.27075 47.709 47.709 同上

　ク.　そ の 他 の 手 当

区　　分 一般会計の制度との差異 差異の内容

扶養手当 一般会計の制度に同じ

地域手当 〃

住居手当 〃

通勤手当 〃
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支         出 (単位　：　千円)

既        決 補        正

予　定　額 予　定　額 区     　分 金     　額

1. 水道事業費用 551,933 720 552,653

1. 営業費用 517,743 720 518,463

1. 配水及び給水費 70,676 385 71,061 法定福利費 385 ・法定福利費 385

2. 総係費 37,625 335 37,960 法定福利費 335 ・法定福利費 335

説                     明計

令和３年度　美浦村水道事業会計補正予算明細書
収    益    的    支    出

款
節

項 目
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議案第１４号 

 

   令和３年度美浦村下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

（総 則） 

第１条 令和３年度美浦村の下水道事業会計補正予算（第３号）は，次に

定めるところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和３年度美浦村下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

  （科    目）  （既決予定額） （補正予定額）   （計） 

   収    入 

 第１款 事業収益     866,533千円    15,422千円    881,955千円 

  第２項 営業外収益  532,144千円    15,422千円   547,566千円 

   支    出 

 第１款 事業費用     859,488千円     15,443千円    874,931千円 

  第１項 営業費用    773,061千円     15,443千円    788,504千円 

 

   令和３年１２月７日提出 

 

美浦村長  中 島  栄   
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収　　　　　入 （単位 ： 千円）

 1. 事業収益 866,533 15,422 881,955

 2. 営業外収益 532,144 15,422 547,566

 3. 補助金 21,250 15,422 36,672

項 目 既決予定額 備     考

令和３年度　美浦村下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

款 補正予定額 計
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支　　　　　出 （単位 ： 千円）

 1. 事業費用 859,488 15,443 874,931

 1. 営業費用 773,061 15,443 788,504

 5. 業務費 30,372 15,262 45,634

 6. 総係費 31,142 181 31,323

収 益 的 収 入 及 び 支 出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備     考
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（単位：千円）

区　　　　　分

１．業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 1,110 △ 1,423 △ 313

　　　減価償却費 479,247 0 479,247

　　　貸倒引当金の増減額（△は減少） 40 0 40

　　　賞与引当金の増減額（△は減少） 217 0 217

　　　法定福利費引当金の増減額（△は減少） 65 0 65

　　　長期前受金戻入額 △ 310,960 0 △ 310,960

　　　受取利息及び受取配当金 0 0 0

　　　支払利息 71,722 0 71,722

　　　未収金の増減額（△は増加） 33,625 0 33,625

　　　未払金の増減額（△は減少） △ 55,638 1,402 △ 54,236

　　　たな卸資産の増減額（△は増加） 0 0 0

　　　小計 219,428 △ 21 219,407

　　　利息及び配当金の受取額 0 0 0

　　　利息の支払額 △ 71,722 0 △ 71,722

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 147,706 △ 21 147,685

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 634,477 0 △ 634,477

　　　補助金による収入 272,923 0 272,923

　　　工事負担金による収入 0 0 0

　　　加入金による収入 14,216 0 14,216

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 347,338 0 △ 347,338

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入 372,800 0 372,800

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 262,347 0 △ 262,347

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 110,453 0 110,453

　資金増加額（又は減少額） △ 89,179 △ 21 △ 89,200

　資金期首残高 799,976 0 799,976

　資金期末残高 710,797 △ 21 710,776

令和３年度　美浦村下水道事業予定キャッシュフロー計算書
（令和　３年　４月　１日から令和　４年　３月３１日）

既決予定額 補正予定額 計
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給　与　費　明　細　書

１．総　　　　括 （単位：千円）

特別職
（人）

一般職
（人）

報酬 給料 賃　金 手当 計

補 損益勘定支弁職員 3 12,439 9,309 21,748 4,036 25,784

正 資本勘定支弁職員 2 7,295 3,975 11,270 2,119 13,389

後 合　　計 5 19,734 13,284 33,018 6,155 39,173

補 損益勘定支弁職員 3 12,439 9,128 21,567 4,036 25,603

正 資本勘定支弁職員 2 7,295 3,975 11,270 2,119 13,389

前 合　　計 5 19,734 13,103 32,837 6,155 38,992

比 損益勘定支弁職員 181 181 181

資本勘定支弁職員

較 合　　計 181 181 181

職員数　　 給　　　　　　与　　　　　　費
法  定
福利費

合　計

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務
手　　　当

時間外勤
務手当

管理職
手　当

期末手当 勤勉手当 退職手当

補正後 654 178 976 432 4,625 3,712 2,707

補正前 654 178 795 432 4,625 3,712 2,707

比   較 181

職員手当
の 内 訳

ア．会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

特別職
（人）

一般職
（人）

報酬 給料 賃　金 手当 計

補 損益勘定支弁職員 3 12,439 9,309 21,748 4,036 25,784

正 資本勘定支弁職員 2 7,295 3,975 11,270 2,119 13,389

後 合　　計 5 19,734 13,284 33,018 6,155 39,173

補 損益勘定支弁職員 3 12,439 9,128 21,567 4,036 25,603

正 資本勘定支弁職員 2 7,295 3,975 11,270 2,119 13,389

前 合　　計 5 19,734 13,103 32,837 6,155 38,992

比 損益勘定支弁職員 181 181 181

資本勘定支弁職員

較 合　　計 181 181 181

職員数　　 給　　　　　　与　　　　　　費
法  定
福利費

合　計

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務
手　　　当

時間外勤
務手当

管理職
手　当

期末手当 勤勉手当 退職手当

補正後 654 178 976 432 4,625 3,712 2,707

補正前 654 178 795 432 4,625 3,712 2,707

比   較 181

職員手当
の 内 訳
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２．給料及び手当の増減額の明細 （単位：千円）
区　分 増減額

給　　　料 給与改定に 一般行政職 給与改定の状況
伴う増減分 前年度　　給与改定率 ％

本年度　　給与改定率（見込） ％
昇給に伴う 一般行政職
増減分
その他の 採用、退職に係る増減 職員数の異動状況（会計年度任用職員以外）

増減分 採用 人 　　　　　　現に在職す
退職 人 　　　　　　る職員数 その他 計

  補正後　 5 人 人 5 人
会計間の異動   補正前　 5 人 人 5 人

人   増減　　 人 人 人
その他

採用、退職の状況
採用  退職 　計

人 人 人

会計間の異動 人
職員手当 181 制度改正に 住居手当

伴う増減分 勤勉手当

その他の 181 扶養手当
増減分 通勤手当

住居手当
時間外勤務手当 181
管理職手当
期末手当
勤勉手当
退職手当

増減事由別内訳 説　　　　明 備　　　　考

イ．会計年度任用職員 （単位：千円）

特別職
（人）

一般職
（人）

報酬 給料 賃　金 手当 計

補 損益勘定支弁職員

正 資本勘定支弁職員

後 合　　計

補 損益勘定支弁職員

正 資本勘定支弁職員

前 合　　計

比 損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

較 合　　計

職員数　　 給　　　　　　与　　　　　　費
法  定
福利費

合　計

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務
手　　　当

時間外勤
務手当

管理職
手　当

期末手当 勤勉手当 退職手当

補正後

補正前

比   較

職員手当
の 内 訳
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３．給与及び手当の状況
　ア.　職員一人当たりの給与 （単位：円）

事　　務　　職 技　　術　　職

平均給料月額 344,500 302,650

令和３年１２月１日現在 平均給与月額 396,592 305,750

平均年令 47歳 4月 38歳 2月

平均給料月額 344,500 302,650

令和３年９月１日現在 平均給与月額 391,275 305,750

平均年令 47歳 1月 37歳11月

区　　　　　　分

　イ.　初　　　任　　　給 （単位：円）

一般行政職(円)

高　校　卒 154,900 154,900

大　学　卒 182,200 182,200

区　　　分 一般行政職(円)
一般会計の制度

　ウ.　級 別 職 員 数

級 級
7 （ ） （ ） 7 （ ） （ ）

6 （ ） （ ） 6 （ ） （ ）
1 20.0

5 （ ） （ ） 5 （ ） （ ）

4 （ ） （ ） 4 （ ） （ ）
令和３年１２月１日現在 2 40.0

3 （ ） （ ） 3 （ ） （ ）
1 20.0

2 （ ） （ ） 2 （ ） （ ）
1 20.0

1 （ ） （ ） 1 （ ） （ ）

計 （ ） （ ） 計 （ ） （ ）
5 100.0

7 （ ） （ ） 7 （ ） （ ）

6 （ ） （ ） 6 （ ） （ ）
1 20.0

5 （ ） （ ） 5 （ ） （ ）

4 （ ） （ ） 4 （ ） （ ）
令和３年９月１日現在 2 40.0

3 （ ） （ ） 3 （ ） （ ）
1 28.5

2 （ ） （ ） 2 （ ） （ ）
1 20.0

1 （ ） （ ） 1 （ ） （ ）

計 （ ） （ ） 計 （ ） （ ）
5 100.0

区　分
職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

一般行政職
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（　　）内は、再任用職員である。

（級別の標準的な職務内容）

区　　分 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級

一般行政職

主事補、技
師補、主事、
技師の職務

困難な職務
を分掌する
主事、技師
の職務

主任、係長
の職務

困難な職務
を分掌する
係長の職
務、
主査、主任
主査の職務

困難な職務
を分掌する
主任主査の
職務、
課長補佐及
び出先機関
の長を補佐
する職務、
課長の職務

特に困難な
職務を分掌
する課長の
職務、
特に困難な
職務を指
揮、監督す
る出先機関
の長の職務

部長の職務

　エ.　昇　　　　給 

職員数 ( A )（人） 5

補 昇給に係る職員数 ( B )（人）

号給数別内訳 　２号給（人）

　４号給（人）

正 　６号給（人）

　８号給（人）

　　号給（人）

後 比　　　　　率( B )／( A )　（％）

特別昇給に係る職員数（人）

職員数 ( A )（人） 5

補 昇給に係る職員数 ( B )（人）

号給数別内訳 　２号給（人）

　４号給（人）

正 　６号給（人）

　８号給（人）

　　号給（人）

前 比　　　　　率( B )／( A )　（％）

特別昇給に係る職員数（人）

区　　　　　　　　分 合　　　計
代表的な職種

　オ.　特 殊 勤 務 手 当
全職種

給料総額に対する比率（％） 0

支給対象職員の比率（％） 0

代表的な特殊勤務手当の名称

　カ.　期末手当 ・ 勤勉手当
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

（ 1.175 ） （ 1.175 ） （ 2.35 ）
2.225 2.225 4.45

（ 1.175 ） （ 1.175 ） （ 2.35 ）
2.225 2.225 4.45

（ 1.175 ） ( 1.175 ） （ 2.35 ）
2.225 2.225 4.45

補正前

一般会計の制度

区       分 備　　　　考
支給期別支給率

６月（月分） １２月（月分）
支給率計
（月分）

補正後 有

有

有
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　キ.　定年退職及び勧奨退職による退職手当

区　　分
２０年勤続の

者
（月分）

２５年勤続の
者

（月分）

３５年勤続の
者

（月分）

最高限度
（月分）

その他の加算措置
等

備　　考

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特
例措置(2～20%加算)

一般会計の制度
（支給率等）

24.586875 33.27075 47.709 47.709 同上

　ク.　そ の 他 の 手 当

区　　分 一般会計の制度との差異 差異の内容

扶養手当 一般会計の制度に同じ

地域手当 〃

住居手当 〃

通勤手当 〃
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収         入 (単位　：　千円)

既        決 補        正

予　定　額 予　定　額 区     　分 金     　額

1. 事業収益 866,533 15,422 881,955

2. 営業外収益 532,144 15,422 547,566

3. 補助金 21,250 15,422 36,672 県補助金 15,422 ・下水道接続支援事業補助金 11,750

・農業集落排水接続支援事業補助金 3,672

説                     明計

令和３年度　美浦村下水道事業会計補正予算明細書
収  益  的  収  入  及  び  支  出

款
節

項 目
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支         出 (単位　：　千円)

既        決 補        正

予　定　額 予　定　額 区     　分 金     　額

1. 事業費用 859,488 15,443 874,931

1. 営業費用 773,061 15,443 788,504

5. 業務費 30,372 15,262 45,634 補助金 15,262 ・下水道接続工事費補助金 11,700

・農業集落排水接続工事費補助金 3,562

6. 総係費 31,142 181 31,323 手当 181 ・時間外勤務手当 181

節
説                     明

収  益  的  収  入  及  び  支  出

款 項 目 計
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期　　　間 限　度　額

　　令和３年１２月７日提出

美浦村長　　中　島　　栄　　

　（債務負担行為）

第２条　債務負担行為をすることができる事項,期間及び限度額は,次のとおりと

　定める。

発 電 所 保 守 管 理 業 務

事　　　　項

令和4年度～令和6年度 8,430千円

　　　令和３年度美浦村電気事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和３年度美浦村の電気事業会計補正予算（第１号）は，次に定める

　ところによる。

議案第１５号

　（総　則）
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